
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）の規定により、次のとおり公表します。
〈比率の説明〉
◯実質赤字比率�� �一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率
◯連結実質赤字比率�� �全ての会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
◯実質公債費比率�� ��一般会計などにおける地方債の償還や公営企業が借り入れた地方債の償還

に対する一般会計からの繰出金などの標準財政規模に対する比率
◯将来負担比率�� ��第三セクターなども含め、一般会計等が将来負担すべき実質的な債務の標

準財政規模に対する比率

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

神山町の比率 －－－ －－－ 2.5 －－－

早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.0
注：実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合「－」の記載となる。
注：4つの比率のうち1つでも「早期健全化基準」（黄信号）に達すると財政健全化計画を策定しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　（令和 5年神山町公表第55号）� （単位：千円）

特別会計の名称 資金不足比率 事業の規模

神山町簡易水道事業特別会計 －－－ 99,485千円
注：資金不足額（赤字額）がない場合「－」の記載となる。
注：健全化法施行令17条第 3号の規定により事業の規模を算定
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特別会計決算 ( 単位：千円 )　
区　　　分 歳　　　　入 歳　　　　出 差　　　　引

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 728,249 726,094 2,155
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 502,083 494,377 7,706
介 護 保 険 特 別 会 計 1,059,138 1,004,778 54,360
後期高齢者医療特別会計 123,002 122,467 535

歳　入

町税
445,906千円
5.1%

町税
445,906千円
5.1%

依存財源
5,211,585千円

60.0%

依存財源
5,211,585千円

60.0%

自主財源
3,475,194千円

40.0%

自主財源
3,475,194千円

40.0%

諸収入
91,791千円　1.1%
諸収入
91,791千円　1.1%

地方交付税
2,764,642千円　31.8%

地方交付税
2,764,642千円　31.8%

8,686,778千円8,686,778千円

分担金・負担金
34,235千円　0.4%
分担金・負担金
34,235千円　0.4%

使用料・手数料
44,040千円
0.5%

使用料・手数料
44,040千円
0.5%

町債
1,070,500千円

12.3%

町債
1,070,500千円

12.3%

県支出金
339,464千円
3.9%

県支出金
339,464千円
3.9%

国庫支出金
756,207千円
8.7%

国庫支出金
756,207千円
8.7%

その他
2,523,751千円

29.0%

その他
2,523,751千円

29.0%

地方譲与税
137,889千円　1.6%
地方譲与税
137,889千円　1.6%

その他　142,883千円　1.7%その他　142,883千円　1.7%
繰越金
335,471千円　3.9%
繰越金
335,471千円　3.9%

公債費
463,548千円　5.6%

公債費
463,548千円　5.6%

民生費
1,137,593千円

13.8%

民生費
1,137,593千円

13.8%

衛生費
412,163千円
5.0%

衛生費
412,163千円
5.0%

教育費
884,410千円
10.7%

教育費
884,410千円
10.7%

農林水産業費
419,808千円
5.1%

農林水産業費
419,808千円
5.1%

総務費
3,932,306千円

47.5%

総務費
3,932,306千円

47.5%

土木費
607,253千円
7.4%

土木費
607,253千円
7.4%

消防費
211,843千円　2.6%
消防費
211,843千円　2.6%

議会費　47,016千円　0.6%議会費　47,016千円　0.6%
災害復旧費
14,917千円　0.2%
災害復旧費
14,917千円　0.2%

商工費　122,912千円　1.5%商工費　122,912千円　1.5%

歳　出
8,253,769千円8,253,769千円

歳　入 歳　出

町民１人あたりの町税負担額� 90,392円
自主財源� 40.0%
依存財源� 60.0%

町民１人あたりに使ったお金� 1,673,174円
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